
相続登記
課税標準価額
 （最新の固定資産評
価額による）
(1件につき）

登録免許税
※

備考欄

500万円まで(評価な
し含む）

28,000

1,000万円まで 31,000

2,000万円まで 34,000

3,000万円まで 37,000

5,000万円まで 43,000

1億円まで 56,000

2件目申請以降
23,000～
26,000

加算
筆数加算（個数が増え
るごと）

1,500

相続関係説明図作成 9,800

法定相続情報証明書
の作成

15,000

遺産分割協議書作成
4,900～
9800

職務上請求による戸
籍・住民票取得（1回に
つき）

500

・役所関係手数料
実費別途
・市外役所への申
請郵送料別途

名寄・評価証明書
（要委任状）
（１回につき）

500

・役所関係手数料
実費別途
・市外役所への申
請郵送料別途

登記事項証明書
（1通につき）

500 実費500～600

要約書・登記情報サー
ビスによる調査（1通に
つき）

ー 実費450

※　登録免許税とは、登記をする際に納める税金のことです。

基本報酬

加算報酬

付随報酬

相続物件の
固定資産
評価額の
4/1000


